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平成２１年第１回玉城町議会定例会会議録(第４号) 

 

１． 招集年月日 平成２１年３月 ６日  
２． 招集の場所 玉城町議会議場 
３．  開   会 平成２１年３月１６日 
４．  応招 議員 
     １番 小 林 一 則 君   ２番 風 口   尚 君     

３番 山 本 静 一 君   ４番 高 木 市 郎 君 
     ５番 鈴 木 加奈子 君   ６番 東 谷 富 雄 君 
     ７番 小 林   豊 君   ８番 中 瀬 信 之 君 
     ９番 山 口 和 宏 君  １０番 奥 川 直 人 君 
    １１番 野 口   繁 君  １２番 川 西 元 行 君 
    １３番 前 川 � 夫 君  １４番 中 野   勇 君 
     
５．不応招議員  な し 
６．出 席 議 員       １４名 
７．欠 席 議 員       な し 
８．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席したものの職氏名 
  町    長       辻 村 修 一 君 副  町  長 坪 井 信 義 君 

教  育  長 山 口 典 郎 君 会計 管理者 森 島 千 里 君 
  総 務  課 長 中 郷   徹 君 税務住民課長 松 田 幸 一 君 
  生活福祉課長 林   裕 紀 君 上下水道課長 小 林 一 雄 君 
  建設産業課長 前 田 浩 三 君 病院老健事務局長 田 間 宏 紀 君 
  教育事務局長 辻     誠 君 農林商工課長 田 畑 良 和 君 
  政策財政担当課長補佐 中 村 元 紀 君 総務担当課長補佐 田 村   優 君 
  教育委員長       加 藤 禎 一 君 監 査 委 員 松 田 隆 生 君 
9．職務のため出席した者の職氏名 
  議会事務局長 大 南 友 敬 君  同 書 記 高 井 美 江 君 
  同 書 記  中 川 泰 成 君 
 
１０．提出議案 
日 程 
第 １．会議録署名議員の指名 
第 ２．議案第 ３ 号 玉城町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定に

ついて（討論・採決）  
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第 ３．議案第 ４ 号 玉城町個人情報保護条例の一部改正について 
（討論・採決） 

第 ４．議案第 ５ 号 玉城町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改

正について（討論・採決）  
第 ５．議案第 ６ 号 玉城町職員の育児休業等に関する条例の一部改正につ

いて（討論・採決） 
第 ６．議案第 ７ 号 玉城町職員の給与に関する条例の一部改正について 

（討論・採決） 
第 ７．議案第 ８ 号 町税条例の一部改正について（討論・採決） 
第 ８．議案第 ９ 号 玉城町国民健康保険条例の一部改正について 

（討論・採決） 
第 ９．議案第１０号 玉城町介護保険条例の一部改正ついて（討論・採決） 
第１０．議案第１１号 三重県自治会館組合の共同処理する事務の変更及び三

重県自治会館組合規約の変更の関する協議について 
（討論・採決） 

第１１．議案第１２号 三重県市町職員退職手当組合を組織する地方公共団体

の数の減少に関する協議について（討論・採決） 
第１２．議案第１３号 三重県市町職員退職手当組合規約の変更に関する協議

について（討論・採決） 
第１３．議案第１４号 町道の認定について（討論・採決） 
第１４．議案第１５号 平成２０年度玉城町一般会計補正予算（第５号） 
          （討論・採決）    
第１５．議案第１６号 平成２０年度玉城町国民健康保険特別会計補正予算 
          （第５号）（討論・採決） 
第１６．議案第１７号 平成２０年度玉城町老人保健特別会計補正予算 
          （第３号）（討論・採決） 
第１７．議案第１８号 平成２０年度玉城町山村振興事業特別会計補正予算 
          （第２号）（討論・採決） 
第１８．議案第１９号 平成２０年度玉城町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第 3 号）（討論・採決） 
第１９．議案第２０号 平成２０年度玉城町介護保険特別会計補正予算   

（第３号）（討論・採決） 
第２０．議案第２１号 平成２０年玉城町後期高齢者医療特別会計補正予算 
          （第２号）（討論・採決） 
第２１．議案第２２号 平成２０年度玉城町病院事業会計補正予算（第２号） 
          （討論・採決） 
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第２２．議案第２３号 平成２０年度玉城町水道事業会計補正予算（第３号） 
          （討論・採決） 
第２３．議案第２４号 平成２０年度玉城町介護老人保健施設事業会計補正予

算（第１号）（討論・採決） 
第２４．議案第２５号 平成２０年度玉城町下水道事業会計補正予算（第 3 号） 
          （討論・採決） 
第２５．議案第２６号 平成２１年度玉城町一般会計予算（討論・採決） 
第２６．議案第２７号 平成２１年度玉城町国民健康保険特別会計予算 
          （討論・採決） 
第２７．議案第２８号 平成２１年度玉城町住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算（討論・採決） 
第２８．議案第２９号 平成２１年度玉城町老人保健特別会計予算  
          （討論・採決）             
第２９．議案第３０号 平成２１年度玉城町山村振興事業特別会計予算 
          （討論・採決） 
第３０．議案第３１号 平成２１年度玉城町農業集落排水事業特別会計予算 
          （討論・採決） 
第３１．議案第３２号 平成２１年度玉城町介護保険特別会計予算 
          （討論・採決） 
第３２．議案第３３号 平成２１年度玉城町後期高齢者医療特別会計予算 

（討論・採決） 
第３３．議案第３４号 平成２１年度玉城町病院事業会計予算（討論・採決） 
第３４．議案第３５号 平成２１年度玉城町水道事業会計予算（討論・採決） 
第３５．議案第３６号 平成２１年度玉城町介護老人保健施設事業会計予算 
          （討論・採決） 
第３６．議案第３７号 平成２１年度玉城町下水道事業会計予算（討論・採決） 
第３７．議案第３８号 平成２０年度玉城町一般会計補正予算（第 6 号） 
          （追加議案） 
第３８．発議第 １ 号 閉会中の継続審査の申し出について（追加議案） 
 
           （午前 9 時 00 分  開会） 
 
○ 議長 (小林一則君)只今の出席議員数は１４名で定足数に達しております。 
   よって、平成２１年第１回玉城町議会第４日目の会議を開会致します 
 本日の議事日程は、お手許に配付のとおりであります。 
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○ 議長（小林一則君)日程第１．会議録署名議員の指名を行ないます。本日の会

議録署名議員は会議規則第１２０条の規定により、議長において 
7 番 小林 豊君   ８番 中瀬信之君   

 の２名を指名致します。 
 
○ 議長 (小林一則君)次に、日程第２．議案第３号 玉城町介護従事者処遇改

善臨時特例基金条例の制定についてを議題と致します。これより討論を行

ないます。 本案に対する反対討論の発言を許します。 
           （｢討論省略｣ の声） 

これにて討論を終結致します。 
 これより、本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の

諸君の挙手を求めます。 
          （挙 手 全 員） 
 挙手全員であります。よって議案第３号は原案のとおり可決されました。 
 

○議長（小林一則君）次に、日程第３．議案第４号 玉城町個人情報保護条例

の一部改正についてを議題と致します。これより討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

          （｢討論省略｣ の声） 
これにて、討論を終結致します。 
これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の 
諸君の挙手を求めます。 
          （挙 手 全 員）  
挙手全員であります。よって議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 
○ 議長（小林一則君）次に、日程第４．議案第５号 玉城町職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正についてを議題と致します。これより討論

を行います。    
本案に対する反対討論の発言を許します。 

（｢討論省略｣ の声） 
これにて討論を終結致します。 
これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。  
（挙 手 全 員）  

挙手全員であります。よって議案第５号は原案のとおり可決されました。 
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○議長（小林一則君）次に、日程第５．議案第６号 玉城町職員の育児休業

等に関する条例の一部改正についてを議題と致します。これより討論を行

います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （｢討論省略｣ の声）    
 これにて討論を終結致します。 

 これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 
            （挙 手 全 員） 
 挙手全員であります。よって議案第６号は原案のとおり可決されました。 
 

○ 議長（小林一則君）次に、日程第６．議案第７号 玉城町職員の給与に関

する条例の一部改正についてを議題と致します。これより討論を行います。       

本案に対する反対討論の発言を許します。 
           （討論省略｣ の声） 
これにて討論を終結致します。 
これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 
           （挙 手 全 員） 
挙手全員であります。よって議案第７号は原案のとおり可決されました。 
 

○ 議長（小林一則君）次に、日程第７． 議案第８号 町税条例の一部改正

についてを議題と致します。 
これより討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

（｢討論省略｣ の声） 
   これにて討論を終結致します。 

これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の

諸君の挙手を求めます。 
        （挙 手 全 員） 

挙手全員であります。よって議案第８号は原案のとおり可決されました。 
 

○ 議長（小林一則君）次に、日程第８．議案第９号 玉城町国民健康保険条

例の一部改正についてを議題と致します。 
これより討論を行います。                

  本案に対する反対討論の発言を許します。 
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            （｢討論省略｣ の声） 
これにて討論を終結致します。 
これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 
           （挙 手 多 数）  
挙手多数であります。よって議案第９号は原案のとおり可決されました。 
 

○ 議長（小林一則君）次に、日程第９．議案第１０号 玉城町介護保険条例

の一部改正についてを議題と致します。 
これより討論を行います。                

  本案に対する反対討論の発言を許します。 
            （｢討論省略｣ の声） 

これにて討論を終結致します。 
これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 
           （挙 手 多 数）  
挙手多数であります。よって議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

 
○ 議長（小林一則君）次に、日程第１０．議案第１１号 三重県自治会館組

合の共同処理する事務の変更及び三重県自治会館組合規約の変更に関する

協議についてを議題と致します。 
これより討論を行います。                

  本案に対する反対討論の発言を許します。 
            （｢討論省略｣ の声） 

これにて討論を終結致します。 
これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 
           （挙 手 多 数）  
挙手多数であります。よって議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

 
○ 議長（小林一則君）次に、日程第１１．議案第１２号 三重県市町職員退

職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少に関する協議についてを議

題と致します。 
これより討論を行います。                

  本案に対する反対討論の発言を許します。 
            （｢討論省略｣ の声） 
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これにて討論を終結致します。 
これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 
           （挙 手 全 員）  
挙手全員であります。よって議案第１２号は原案のとおり可決されました。 
 

○ 議長（小林一則君）次に、日程第１２．議案第１３号 三重県市町職員退

職手当組合規約の変更に関する協議についてを議題と致します。 
これより討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 
         （｢討論省略｣ の声） 
これにて、討論を終結致します。 
これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の 

諸君の挙手を求めます。 
          （挙 手 全 員）  
挙手全員であります。よって議案第１３号は原案のとおり可決されました。 
 

○ 議長（小林一則君）次に、日程第１３．議案第１４号 町道の認定につい

てを議題と致します。 
これより討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 
         （｢討論省略｣ の声） 
これにて、討論を終結致します。 
これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の 

諸君の挙手を求めます。 
          （挙 手 全 員）  
挙手全員であります。よって議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

 
○ 議長（小林一則君）次に、日程第１４．議案第１５号 平成２０年度玉城町 
一般会計補正予算（第５号）ないし日程第２４．議案第２５号 平成２０年

度玉城町下水道事業会計補正予算（第３号）を一括議題と致します。只今一

括議題となりました各議案についてはそれぞれ予算決算常任委員会に付託さ

れ審査が終了し委員会審査報告書が提出されております、これより予算決算

常任委員長の報告を求めます。 

予算決算常任委員長 高木市郎君 
○ 予算決算常任委員長（高木市郎君）只今、議長より予算決算委員会審査結果
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の報告を求められましたのでご報告を致します。予算決算常任委員会に付託

されました議案第１５号 平成２０年度 玉城町一般会計補正予算（第５

号）ないし、議案第２５号 平成２０年度 玉城町下水道事業会計補正予算

（第３号）についての委員会審査を、去る３月１２日午前９時より第４会議

室におきまして、町長、副町長、並びに教育長又関係課長、関係特名監及び

関係課長補佐の出席と、議長同席のもとに委員全員出席の上審査を実施致し

ました。予算決算常任委員会審査は 1３名の委員により慎重に審査が行われ

ました。その審査の内容につきましては、省略させて頂き後日委員会会議録

をご高覧賜わりたいと思います。それでは、審査結果の報告を致します。  

はじめに、議案第１５号 平成２０年度玉城町一般会計補正予算（第５号）

につきまして、質疑を終了し討論はなく、採決の結果挙手多数で、原案のと

おり可決されました。 
  次に、議案第１６号 平成２０年度玉城町国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）につきましては、質疑を終了し討論はなく、採決の結果挙手多数

で、原案のとおり可決されました。   
  次に、議案第１７号 平成２０年度玉城町老人保健特別会計補正予算（第

３号）につきましては、質疑を終了し討論はなく、採決の結果挙手全員で、

原案のとおり可決されました。 
  次に、議案第１８号 平成２０年度玉城町山村振興事業特別会計補正予算

（第２号）につきましては、質疑を終了し討論はなく、採決の結果挙手多数

で、原案のとおり可決されました。 
  次に、議案第１９号 平成２０年度玉城町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号）につきましては、質疑、討論はなく、採決の結果挙手全員で、

原案のとおり可決されました。 
  次に、議案第２０号 平成２０年度玉城町介護保険特別会計補正予算（第

３号）につきましては、質疑、討論はなく採決の結果挙手全員で、原案のと

おり可決されました。 
  次に、議案第２１号 平成２０年度玉城町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）につきましては、質疑、討論はなく、採決の結果挙手多数で、

原案のとおり可決されました。 
  次に、議案第２２号 平成２０年度玉城町病院事業会計補正予算（第２号）

につきましては、質疑、討論はなく採決の結果挙手全員で、原案のとおり可

決されました。 
  次に、議案第２３号 平成２０年度玉城町水道事業会計補正予算（第３号）

につきましては、質疑、討論はなく採決の結果挙手全員で、原案のとおり可

決されました。 
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  次に、議案第２４号 平成２０年度玉城町介護老人保健施設事業会計補正

予算（第１号）につきましては、質疑を終了し、討論はなく採決の結果挙手

全員で、原案のとおり可決されました。 
  次に、議案第２５号 平成２０年度玉城町下水道事業会計補正予算（第３

号）につきましては、質疑、討論はなく採決の結果挙手全員で、原案とおり

可決されました。 
  以上、予算決算常任委員会に付託されました議案の審査結果の報告と致し

ます。 
 
○ 議長(小林一則君) 以上で、予算決算常任委員長の報告は終わりました。お

諮り致します。予算決算常任委員長の報告に対する質疑は省略いたしたいと

思いますがこれにご異議ありませんか。 
            （「異議なし」の声） 
  ご異議なしと認めます。よって予算決算常任委員長の報告に対する質疑を

省略致します。 
   これより各議案ごとに討論・採決を行います。 
  先ず、議案第１５号 平成 20 年度玉城町一般会計補正予算（第 5 号）の討

論を行います。 
  本案に対する反対討論の発言を許します。5 番 鈴木加奈子さん 
○5 番（鈴木加奈子さん）議案第 15 号 平成 20 年度玉城町一般会計補正予算

に対する反対討論をさせて頂きます。この予算の中には所謂、定額給付金と

いうものが組まれております。これは、それなりに問題はありますがけれど

も家計が厳しいおりから待って見えるという状況もございますので、この点

について異論を述べる気持ちはございません。ただ、通帳に振り込むという

姿ですと消費拡大というようなことが組み込まれておりますようなお話を聞

きますと、現金の方が良かったのではないのかなという思いもせんではござ

いません。問題といたしますのは、そこのところではなくて国保会計に向け

まして 3 千万円のこれは、一般会計繰入というのではなく貸し付けという姿

で組まれております。国保は 20 年度におきまして 2 割という大幅な国保料の

引き上げがなされました。にもかかわらず、赤字が発生するという状況をき

たしました。そこで、2 年連続の赤字になると交付金の関係もありますという

ことで、3 千万の繰り入れこれも貸し付けという姿であるわけですが、私はこ

れを国民健康保険運営協議会におきまして皆さんのご意見を一致致しました

所で、町長に対しましては一般会計からの繰り入れをする。補填をするとい

うことを要望させて頂きました。そして、貸し付けではなぜいけないかとい

うと、この分は返還するためには、次の年 21 年度に或は、22 年度も国保料
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の引き上げということが起こってくるのではないかということを心配したの

です。2 割も引き上げたのですからしばらくは据え置くというそういう対応を

してほしいという皆の願いからの提言でございます。そして、赤字が今後も

発生する場合にはできるだけ一般会計からの補填でカバーするという、そし

てまたもう一つは、人間ドックについてはここには書かれておりませんが、

この人間ドックのことにつきましても今後も継続すること。そして余り大幅

な引き上げにならないようにというそういったことにつきましても、ご提言

を申しあげてきたところでございます。そういう中にありまして、各自治体

の様子を見てまいりますと 29 市町三重県にはございますが、11 市町で一般会

計からの法定外繰入を致しております。度会町におきましては、一人当たり

に直しまして 2 万円を超える繰入を平成 18 年度に行っておりますし、名張市

におきましても 1 万 3 千 649 円一人当たり繰入を致しております。又、南伊

勢町におきましては、20 年度におきましては 1 億円の繰入をし、一人当たり

で 1 万 2 千 631 円というそういう繰入を致しております。これはやはり、家

計の状況が脆弱な人たちの集まっております国保というそういう特長はござ

いますので、一般会計からの繰り入れで支えるという、そういうことがこれ

まで行われてきているわけです。玉城町におきましては、一度も一般会計か

らの法定外繰入ということをしておりませんでした。これは返還を求めると

いうことなく法定外繰入を初めてのこととして行うという、そういう姿にし

てほしいという気持ちを持っています。又、山村振興ということで例の温泉

のリニユーアルということで、1 千万円を繰り出しするというこういうことを

この補正予算の中でおこなっておりますが、この温泉施設というのは、町民

のための福祉施設という観点で運営をするような方向に転換をしてほしい。

他所からくる人の為に貴重な税金を費やしていくようなそういうことのない

ように、ましてや日本ウエルコだったでしょうか、間違っていたら後ほど訂

正させて頂きますが、以前にも私は玉城町としては煮え湯を飲まされた業者

でございます。人によっては温泉ができてよかったという人もありますが、

形態と致しましては失敗した業者のその温泉を無理やり押し付けられたよう

な姿でございました。だまし打ちのような思いが致しております。玉城町が

温泉を作ろうと最初から希望して作ったものではなかった。業者が撤退して

いったそんな中で、温泉を掘った業者から頼まれて買い受けたというそうい

う姿でした。それをまたしてもあれは大仏山ということではないと思います

が近くで又同じ業者が温泉を掘り、そこもまた買い取りとった相手がもう事

業をやらないということになった。これをまたしても押し付けられるような

そういうことが 2 度とあってはならないとこのように思います。温泉という

ものは混合してしまってはいけないので、そうなりますと別個に浴槽を造ら
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んならんということにもなります。今厳しいおりでございますので、無駄な

ことのないようにお願いをしたいということを願いまして反対の討論に立た

せて頂きました。よろしくお願いを致します。 
○議長（小林一則君）次に、賛成討論の発言を許します。 
          （「討論省略」の声） 
  これにて討論を終結致します。 
  これより本案を採決致します。本案に対する委員長報告は原案可決であり

ます。本案は委員長報告の通り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           （挙 手 多 数） 
挙手多数であります。よって議案第１５号は委員長報告の通り可決されまし

た。 
 
次に、議案第１６号 平成２０年度玉城町国民健康保険特別会計補正予算

（第 5 号）の討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           （挙 手 多 数） 
 挙手多数であります。よって議案第１６号は委員長報告のとおり可決されま

した。 
 
次に、議案第１７号 平成２０年度玉城町老人保健特別会計補正予算（第 3
号）の討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           （挙 手 全 員） 
挙手全員であります。よって議案第１７号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 
次に、議案第１８号 平成２０年度玉城町山村振興事業特別会計補正予算

（第 2 号）の討論を行います。 
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本案に対する反対討論の発言を許します。 
             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           （挙 手 多 数） 
挙手多数であります。よって議案第１８号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 
次に、議案第１９号 平成２０年度玉城町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第 3 号）の討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           (挙 手 全 員) 
挙手全員であります。よって議案第１９号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 
次に、議案第２０号 平成２０年度玉城町介護保険特別会計補正予算（第 3
号）の討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           （挙 手 全 員） 
挙手全員であります。よって議案第２０号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 

次に、議案第２１号 平成２０年度玉城町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第 2 号）の討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
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本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           (挙 手 多 数) 
挙手多数であります。よって議案第２１号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 

次に、議案第２２号 平成２０年度玉城町病院事業会計補正予算（第 2 号）

の討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
          （挙 手 全 員） 
挙手全員であります。よって議案第２２号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 
次に、議案第２３号 平成２０年度玉城町水道事業会計補正予算（第 3 号）

の討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
（挙 手 全 員） 

挙手全員であります。よって議案第２３号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 
次に、議案第２４号 平成２０年度玉城町介護老人保健施設事業会計補正予

算（第 1 号）の討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
（挙 手 全 員）  
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挙手全員であります。よって議案第２４号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 

次に、議案第２５号 平成２０年度玉城町下水道事業会計補正予算（第 3 号）

の討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
             （挙 手 全 員） 
   挙手全員であります。よって議案第２５号は委員長報告のとおり可決さ

れました。 
 
○議長（小林一則君）次に、日程第２５．議案第２６号 平成２１年度玉城町 
一般会計予算ないし日程第３６．議案第３７号 平成２１年度玉城町下水道

事業会計予算を一括議題と致します。只今一括議題となりました各議案につ

いてもそれぞれ予算決算常任委員会に付託され審査が終了し委員会審査報告

書が提出されております、これより予算決算常任委員長の報告を求めます。 

予算決算常任委員長 高木市郎君 
○ 予算決算常任委員長（高木市郎君）只今、一括上程されました議案につきま

してご報告を致します。議案第２６号 平成２１年度玉城町一般会計予算に

つきまして、質疑を終了し討論はなく、採決の結果挙手多数で、原案のとお

り可決されました。 
  次に、議案第２７号 平成２１年度玉城町国民健康保険特別会計予算につ

きましては、質疑討論はなく採決の結果挙手多数で、原案のとおり可決され

ました。 
  次に、議案第２８号 平成２１年度玉城町住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算につきましては、質疑を終了し、討論はなく採決の結果挙手全員で、

原案のとおり可決されました。 
  次に、議案第２９号 平成２１年度玉城町老人保健特別会計予算につきま

しては、質疑、討論はなく採決の結果挙手全員で、原案のとおり可決されま

した。 
  次に、議案第３０号 平成２１年度玉城町山村振興事業特別会計予算につ

きましては、質疑を終了し討論はなく採決の結果挙手多数で、原案のとおり

可決されました。 
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  次に、議案第３１号 平成２１年度玉城町農業集落排水事業特別会計予算

につきましては、質疑、討論はなく採決の結果挙手全員で、原案のとおり可

決されました。 
  次に、議案第３２号 平成２１年度玉城町介護保険特別会計予算につきま

しては、質疑を終了し討論はなく採決の結果挙手多数で、原案のとおり可決

されました。 
  次に、議案第３３号 平成２１年度玉城町後期高齢者医療特別会計予算に

つきましては、質疑討論はなく、採決の結果挙手多数で、原案のとおり可決

されました。 
  次に、議案第３４号 平成２１年度玉城町病院事業会計予算につきまして

は、質疑討論はなく採決の結果挙手全員で、原案のとおり可決されました。 
  次に、議案第３５号 平成２１年度玉城町水道事業会計予算につきまして

は、質疑を終了し討論はなく採決の結果挙手多数で、原案のとおり可決され

ました。 
  次に、議案第３６号 平成２１年度玉城町介護老人保健施設事業会計予算

につきましては、質疑、討論はなく採決の結果挙手全員で、原案のとおり可

決されました。 
  次に、議案第３７号 平成２１年度玉城町下水道事業会計予算につきまし

ては、質疑を終了し討論はなく採決の結果挙手全員で、原案とおり可決され

ました。 
  以上、予算決算常任委員会に付託されました議案の審査結果の報告と致し

ます。 
 
○ 議長(小林一則君) 以上で、予算決算常任委員長の報告は終わりました。お

諮り致します。予算決算常任委員長の報告に対する質疑は省略いたしたいと

思いますがこれにご異議ありませんか。 
            （「異議なし」の声） 
  ご異議なしと認めます。よって予算決算常任委員長の報告に対する質疑を

省略致します。 
   これより各議案ごとに討論・採決を行います。 

 先ず、議案第２６号 平成２１年度 玉城町一般会計予算の討論を行います。 
  本案に対する反対討論の発言を許します。5 番 鈴木加奈子さん 
○5 番（鈴木加奈子さん）平成 21 年度玉城町一般会計予算に対しまして反対の

討論に立させて頂きました。町長は締めくくりの総仕上げの予算というふう

に意気込んでおられたわけでございますが、そういう観点に立ってこの予算 

を見た場合にどうなんだろうかという疑問が相当残ってしまいます。まずは、
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この雇用の派遣切り等で雇用が大変になっております。臨時等の非正規の職

員労働者だけでなく正規の労働者についても首切りが起こるのではないかと

心配されているようなそういう時でございます。そして、国でもふるさと雇

用創生特別交付金或は、緊急雇用創出事業といった予算が組まれてまいりま

した。三重県では、先のふるさと雇用再生特別交付金が約 40 億円そして緊急

雇用創出事業として 33 億円という配分があったと伺っております。そのなか

で玉城町がどのような雇用促進、雇用創出の仕事に取り組むかというここが

問題に、力の発揮しどころになるのではないかとこのように思います。そう

いう時でございますのに、玉城町ではそれに逆行致しましていわゆる民間へ、

官から民へというその流れを作り出したのが小泉政権でございましたが、そ

の勢いがまだついたままで走っているのではないかと思うような状態でござ

いまして、中学校に続き田丸小学校でも学校給食の調理の部門を委託に廻す

というそういうことが、このたびの提案として出されてまいりました。これ

は、将来に残す大変な問題だと思います。こういう時だからこそ中学校を委

託にしましたが、これを元に戻して玉城町の人たちが仕事をする場所をきち

っと広げるという、こういう仕事こそがなさねばならぬ仕事であったのでは

ないか。このように思うわけでございます。京セラミタ工場に対しましては

町長ご就任になられましてから、大変大きな金額に膨れ上げ、当初は 1 億円

という話だったのです。後の 1 億円は県から出させるということで先の町長

はお話をなさっておられましたのに、なんとその 3 倍を超える 3 億円という

お金をつぎ込むというこういうことをなさったのが辻村町長でございました。

あの時代は大きくお金を儲けていた時でもございましたし、そういうところ

へ貴重な町民の税金をつぎ込むべきではないということを私は主張してまい

ったところですが、今日のような状況がまいりましてやはりそれだけの支出

をしてございます。また、他の会社にあたりましても土地の購入に職員の皆

さんがお骨折りをいただいたり、とかということで町内の企業はそれぞれに

いろんな形で自治体が協力をしてまいったところでございます。もちろん、

玉城町の人たちも働く場所としてよかった所でございますが、それだけに私

は昨年末に住民の生活を守るための緊急対策の申し入れということで町内の

この企業がどんな状況になっているのか、契約社員或は社員の解雇の状況は

どうなっているのか、また、町内の商店や下請け企業そういったところはど

んな状態になっているのか。それで必要と思われるものは速やかな救済処置

を講じられるようにということで、申し入れを致しました。ところがその回

答の中に具体的なものは何ら示されておらず、特にその対応というものが何

も記されてなかったということにはとても私はびっくりしたところでござい

ました。そして、このたびの一般会計が組まれてまいりました。もちろん 20
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年度の最終補正は先程も出されてまいりましたが、その中にも緊急対策とし

ての窓口もつくらず玉城町はどうなっているんだろうと、そういう思いが致

しております。そしてあげくの果てには学校給食を民間委託というこういう

ことでございます。学校給食というのは特に教育の一環として行われるもの

でございまして、子供たちに対する食育というのは将来に亘って「健全な心

身」を「豊かな人間性」を育くんでいく基礎となるとした食育基本法が平成

17 年に施行されて、その第 10 条では「地方公共団体は基本理念に則り食育

の推進に関し実績な施作を策定し実施する責務を有する」というふうに明記

致しました。学校給食法が平成 20 年 6 月に改正されまして、法律で学校給食

が食育の重要な要として位置づけされました。これは、調理する人もそして

栄養士さんも又、担任の先生も一緒に取り組むべき事柄でございます。です

から、作るだけは人に任せたらそれでいい。そいうものではないのでないか

と、このように思うわけです。働く町民の方が働く場所としても奪い、子ど

もの食育の問題でも過去を残すそういう状況になっています。又、保育に関

しましては、町長は子育てしやすい町づくりということで公約を出しておら

れます。そしてこの玉城町の町長さんになられた訳ですが、このことにつき

ましても教育民生常任委員会では小林議員を中心に致しまして、度重なる学

習会をしご提言も申し上げてまいりました。また、平成 18 年の 12 月には厚

生労働省からの通知もありまして、所得に関係なく保育料は二人目は 50％、

第三子は 9 割の割引をし、1 割の徴収をするということで示されておりますが

未だに玉城町はこのことが実施されないでいるという。そして保育料の関係

でこれは決算状況調べ等も取り寄せて調べましたが、他から比べて玉城町が

そんなに沢山のお金をつぎ込んでいるというものでもないという、そういう

ことも明らかになってまいりました。もちろん力を入れていることは確かで

す。長年に亘りまして伝統的に玉城町の子供たちは、保育に欠けない子供も

保育所が幼稚園という要素を兼ねているということから全員入所というこう

いう伝統的に良い方向がとられてまいりましたので、その点ではこれを崩さ

ないようにしてもらいたいと思っておりますけれども改善すべき点が一杯あ

るのが何一つとして、5 項目の提言を致しましたけれどもそれがなされていな

い。そしてまた、保育所建設のためのプロジェクトチームは組まれましたけ

れども、未だどこに建設をするかという具体的なものも何ら示されなかった

という、こういう問題点もあります。また、学童保育におきましては、梅が

おか児童クラブで下外城田の小学校の子供たちがお世話になっておりますけ

れども、この梅がおかでは 20 年 9 月 1 日現在で、57 人という子どもの登録

がございます。確か、50 人規模というのが示されていたと思っていますが、

早く下外城田小学校区にも学童を作るべきかと。そういうことで又、雇用も
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広げることができるのではないかとこのように考えるところでございます。

もう一つ大変な問題は障害者の自立支援法が大変障害者を苦しめる法になっ

ておりまして、全国各地でこれは大問題になっています。ですから自治体と

して相当な支援をするということをしています。松坂市では 50％を公費で負

担し、大紀町におきましては全額公費で負担するということが行われており

ます中で玉城町はまだその段階に至っておりません。ところが、障害者の医

療費助成制度これにつきまして所得制限を導入するということが言われまし

た。なぜこんな弱い立場の人たちに対して所得制限を導入しなければならな

いのか。それほど玉城町が緊迫しているのか。そうではないと思っています。

無駄なところがあるのではないか。指摘もさせて頂きました。こういったこ

とからご提示はいただきましたけれどもぜひとも、思い止まって頂きたいと

思います。又、プールは温水プールに改善したわけでもなんでもございませ

んのに、親子で参りましたり親戚の子供たちと一緒に楽しむであろう町営プ

ール、玉城町の子供、玉城町の人たちからも徴収をするというそういうこと

を今回提案されてまいりまして本当に驚いております。子育て支援というな

らば、又、コミユニケーションを大事にする町長であるならばそんな所で、

お金を徴収するということは、おやめになって頂きたい。あなたに傷が付い

てしまいます。そのことを申しあげまして反対討論とさせて頂きます。 
○議長（小林一則君）次に、賛成討論の発言を許します。7 番 小林豊君 
○7 番（小林豊君）議長の許可を得ましたので、議案第 26 号 平成 21 年度玉

城町一般会計予算の賛成討論を致します。 
  我が国、日本は法治国家であります。以前にも申し上げましたが、議会に

も法に準ずる条例、すなわちルールがあります。ただ単に反対だけではなく

このルールに則り修正をほどこし動議を出すことができます。修正動議も出

さずして、ただ単なる反対は如何なものでしょうか。さて本予算に目を向け

てみますと、先ほど可決されましたが明許繰越しした定額給付金等景気対策

に関わる予算を実際実施する予算が繰り込まれているのを始め、景気低迷の

中、財政状況大変厳しいにもかかわらず 20 年度とほぼ同等の住民サービスを

行うべく創意工夫された当初予算だと思います。以上のような理由をもって

賛成討論とさせて頂きます。 
○議長（小林一則君）次に、反対討論の発言を許します。 
             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
            （挙 手 多 数） 



 19 

挙手多数であります。よって議案第２６号は、委員長報告のとおり可決され

ました。 
 

次に、議案第２７号 平成２１年度玉城町国民健康保険特別会計予算の討論

を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           （挙 手 多 数） 
 挙手多数であります。よって議案第２７号は委員長報告のとおり可決されま

した。 
 
次に、議案第２８号 平成２１年度玉城町住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算の討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
          （挙 手 全 員） 
挙手全員であります。よって議案第２８号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 

次に、議案第２９号 平成２１年度玉城町老人保健特別会計予算の討論を行

います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           （挙 手 全 員） 
挙手全員であります。よって議案第２９号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
次に、議案第３０号 平成２１年度玉城町山村振興事業特別会計予算の討論
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を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           （挙 手 多 数） 
挙手多数であります。よって議案第３０号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 

次に、議案第３１号 平成２１年度玉城町農業集落排水事業特別会計予算の

討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           (挙 手 全 員) 
挙手全員であります。よって議案第３１号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 
次に、議案第３２号 平成２１年度玉城町介護保険特別会計予算の討論を行

います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           （挙 手 多 数） 
挙手多数であります。よって議案第３２号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 

次に、議案第３３号 平成２１年度玉城町後期高齢者医療特別会計予算の討

論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
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  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
           (挙 手 多 数) 
挙手多数であります。よって議案第３３号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 

次に、議案第３４号 平成２１年度玉城町病院事業会計予算の討論を行いま

す。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
          （挙 手 全 員） 
挙手全員であります。よって議案第３４号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 
次に、議案第３５号 平成２１年度玉城町水道事業会計予算の討論を行いま

す。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
（挙 手 多 数） 

挙手多数であります。よって議案第３５号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 
次に、議案第３６号 平成２１年度玉城町介護老人保健施設事業会計予算の

討論を行います。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
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（挙 手 全 員）  
挙手全員であります。よって議案第３６号は委員長報告のとおり可決され

ました。 
 

次に、議案第３７号 平成２１年度玉城町下水道事業会計予算の討論を行い

ます。 
本案に対する反対討論の発言を許します。 

             （「討論省略」の声） 
  これにて、討論を終結致します。これより本案を採決致します。 
本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとお

り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
             （挙 手 全 員） 
   挙手全員であります。よって議案第３７号は委員長報告のとおり可決さ

れました。 
 
○ 議長（小林一則君）これより追加議案の審査を行います。 

日程第３７．議案第３８号 平成２０年度玉城町一般会計補正予算（第６

号）を議題と致します。 
 町長より提案理由の説明を求めます。町長 辻村修一君  

○ 町長（辻村修一君）議案第３８号 平成２０年度玉城町一般会計補正予算（第

６号）について提案理由を申し上げます。今回の補正予算は、歳入におきま

して地方消費税交付金の確定及び、町にとって有利な財源対策債の割り当て

により町債を増額しておるものでございます。このため基金繰入を減額し歳

入歳出それぞれ 370 万 3 千円を追加し、予算総額を 47 億 870 万 3 千円とす

るものであります。また、年度末までの完了を予定しておりました事業の一

部を翌年度に繰り越すため、繰越明許費を設定しております。なお、詳細に

つきましては、副町長から説明を致させます。どうぞ、よろしくお願いを致

します。 
 
○ 議長（小林一則君）副町長 坪井信義君 
○副町長（坪井信義君）議案第３８号 平成２０年度玉城町一般会計補正予算

（第６号）につきまして補足説明を申し上げます。 
        （補正予算書朗読方々説明する） 

          
○議長（小林一則君）以上で提案理由の説明は終りました。これより質疑を行

います。 
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発言を許します。５番 鈴木加奈子さん 
○ ５番（鈴木加奈子さん）教育の分野で予定が狂ったのは何なんでしょうか。 
○議長（小林一則君）教育長 山口典郎君 
○ 教育長（山口典郎君）この教育費の繰越明許の費用でありますが、奥書院の

工事、それから城山に対する樹木を植えるという特にボランテァを中心に活

動をさせて頂こうということで、次年度になってから募集をしていきたいと

考えております。以上です。 
○ 議長（小林一則君）他にありませんか。3 番 山本静一君 
○ ３番（山本静一君）先程、副町長が説明の在りました６ページの町債の補正

でありますが、先ほど有利といわれましたがどういうことが有利なのか。そ

の点をご説明願いたいと思います。 
○ 議長（小林一則君）政策財政担当課長補佐 中村元紀君 
○ 政策財政担当課長補佐（中村元紀君）これにつきましては、交付税措置が２

分の１ございます。その分の割り当てがあり、その点の補助と同じ扱いにな

ろうかということで有利という格好で上乗せをさせて頂くということでご

ざいます。 
○ 議長（小林一則君）他に、質疑はございませんか。 
         （「議事進行」の声） 
  質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 
  これより討論を行います。 
  先ず、本案に対する反対討論の発言を許します。 
          （「議事進行」の声） 
  これにて討論を終結致します。 
  これより本案を採決致します。本案は原案のとおり決することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 
           （挙 手 全 員）  
  挙手全員であります。よって議案第３８号は原案のとおり可決されました。 
 
○議長（小林一則君）次に、日程第３８．発議第１号 閉会中の継続審査の申

し出についてを議題と致します。 
  議会運営委員長から委員会において審査する事件につき、会議規則第 75 条

の規定によりお手許に配付致しました申し出のとおり、閉会中の継続審査の

申し出があります。  
お諮り致します。委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査とすること

にご異議ありませんか。 
（「異議なし」の声） 
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ご異議なしと認めます。よって委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審

査とすることに決しました。 
 
○ 議長（小林一則君）これを以って今期定例会に付議された案件の審議は全て

終了致しました。以上をもって、平成２１年第１回玉城町議会定例会を閉会

致したいと思います。これにご異議ありませんか。 
           （「異議なし」の声） 
  ご異議なしと認めます。よって今期定例会は、本日を以って閉会することに

決しました。 
 これにて平成２１年第１回玉城町議会定例会を閉会致します。 
 閉会にあたり町長挨拶を願います。町長 辻村修一君 
○町長（辻村修一君）閉会にあたりまして、一言お礼の挨拶を申し上げます。

提案を頂きました全ての議案に対しまして、原案可決を頂きましたこと厚く

お礼申し上げます。会期中に頂きました貴重なご提言につきまして、今後の

町政運営に生かさせて頂かなくてはいかんと考えておる次第であります。今

後の町の特に、財政運営の面では大変歳入面で厳しい状況が予想されるわけ

であります。この中での行財政運営をして行かなくてはいかんわけでありま

すが、特に「安心のくらし」そして「活力のある町づくり」に向けて一つひ

とつの施作を実行していくことに、力を入れさせて頂きたいと考えているし

だいであります。一層の議員の皆さん方のご支援ご理解を賜りますことをお

願い申し上げまして、一言お礼の挨拶とさせて頂きます。 ありがとうござ

いました。 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
            （午前１０時１３分  閉会） 
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